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◆問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

平
成
31
年
度
採
用
の
村
職
員
を
次
の

要
領
で
募
集
し
ま
す
。

◆
採
用
予
定

　

中
級　

社
会
福
祉
士　
１
名

◆
受
験
資
格

　

平
成
２
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方
で
、
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す

る
方

◆
受
付
期
間

　
６
月
１
日
（金）
〜
15
日
（金）

◆
試
験
日
及
び
試
験
会
場

　
７
月
22
日
（日）　

東
北
大
学

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

☎
３
４
５　
｜　
５
１
１
１

　

小
・
中
学
校
の
夏
季
休
業
期
間
中
に

村
民
プ
ー
ル
を
開
放
し
ま
す
の
で
、
次

の
と
お
り
監
視
員
を
募
集
し
ま
す
。

◆
対
象　
18
歳
以
上（
高
校
生
を
除
く
）

◆
期
間　
７
月
23
日
（月）
〜
８
月
24
日
（金）

◆
勤
務
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

◆
時
給　
８
０
０
円

◆
募
集
人
員

　

小
学
校
プ
ー
ル
２
名

　

大
森
プ
ー
ル　
３
名

　

村
民
プ
ー
ル　
３
名

◆
申
込
期
限　
６
月
28
日
（木）

◆
申
込
方
法

　

履
歴
書
（
写
真
添
付
）
を
提
出

◆
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

公
民
館

　

☎
３
４
５　
｜　
２
１
９
７

　

児
童
手
当
は
、
受
給
要
件
の
有
無
を

確
認
す
る
た
め
に
、
毎
年
６
月
１
日
現

在
で
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

対
象
者
に
は
６
月
中
旬
に
現
況
届
用

紙
を
郵
送
し
ま
す
。
現
況
届
の
提
出
が

な
い
と
６
月
以
降
の
児
童
手
当
を
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
手
元
に

届
き
ま
し
た
ら
内
容
を
確
認
の
う
え
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
に

村
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
30
年
１

月
１
日
以
前
に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村

か
ら
発
行
さ
れ
る
平
成
30
年
度
所
得
証

明
書
（
児
童
手
当
用
）」
の
添
付
が
必

要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
生
活
課　

　

☎
３
４
１　
｜　
８
５
１
２

お
知
ら
せ

　

本
田
忠
さ
ん
（
衡
中
）
よ
り
村
の
教

育
振
興
の
た
め
に
、
寄
付
金
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

今
後
、
村
の
子
ど
も
達
の
た
め
に
大

切
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

黒
川
郡
連
合
青
年
団
の
萩
原
聖
之
副

団
長
が
来
庁
さ
れ
、
児
童
・
生
徒
の
育

成
と
し
て
、「
く
ろ
か
わ
チ
ャ
リ
テ
ィ

コ
ン
サ
ー
ト
」
収
益
金
の
一
部
を
寄
附

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

寄
付
金
は
小
、
中
学
校
の
図
書
購
入

に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・村県民税（１期）
・国民健康保険税（３期）
・介護保険料（２期）

　納期限までに忘れずに納めましょう。口座振
替の方は前日までに残高をご確認願います。
　納期限までに納付されない場合、督促手数料
や延滞金が加算されます。
　なお、病気やその他の事情により、納期限ま
でに納付が困難な方の納付相談を随時受け付け
ています。

納期限（口座振替日）　７月２日（月）

◆日　　時　１３日（水）　午後１時～４時
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆内　　容　売買・贈与・相続等不動産登記、多重債務
　　　　　　に関する相談、成年後見制度（判断能力に
　　　　　　不安のある方の財産管理）
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４５－８５１２

宮城県司法書士会による出張相談会（無料）

◆日　　時　　６日（水）・１３日（水）
　　　　　　２０日（水）・２７日（水）
　　　　　　午前９時～正午
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆内　　容　生活の中での悩みごと、心配ごとなどの相
　　　　　　談（当日の電話相談も受け付けます。）
◆問い合わせ先　社会福祉協議会　☎３４５－６６３１

生活相談

村
職
員
募
集

村
民
プ
ー
ル
監
視
員
募
集

児
童
手
当
の

　
　
　

現
況
届
に
つ
い
て

ご
寄
附
あ
り
が
と
う

　
　
　
　

ご
ざ
い
ま
し
た

納税の
お知らせ

今月の
相談

２
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今月の消費生活相談
◆日　時　６日（水）・１３日（水）・２０日（水）・２７日（水）　午前９時～午後４時
◆場　所　平林会館２階第３研修室
　　　　　相談は予約不要で、電話での相談もできます。お気軽にご相談ください。
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

　人権擁護委員は、全国の市町村の地域住民の中から法務大臣が委嘱した人権擁護について理解のある民間
の方々で、地域の皆さんから相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権について関心を持ってもらえ
るような活動を行ったりしています。
　その活動の一つとして、人権擁護委員法が施行された６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、毎年全国
的に啓発活動を実施しています。
　村でも啓発活動の一環として、人権擁護委員４名による特設人権相談所を開設します。
　相談は無料・秘密厳守で、子どものいじめや体罰、DV、震災に関する問題、近隣・家族間の問題、児童・
高齢者への虐待、インターネット上での誹謗中傷などについて人権擁護委員が相談をお受けします。
　「困っている事を相談したい」「どこに相談すればいいのだろう」という場合には、一人で悩まずお気軽に
ご相談ください。

　マルチ商法は、加入している人が加入していない人に商品やサービスを売って、組織に加入させてマージ
ン（利益）を受け取り、さらに次の人を誘って加入させてマージンを受け取り・・・というように次々と組
織に加入させていく商法のことで、連鎖取引販売といいます。ネットワークビジネスと言われて勧誘される
場合もあります。新しい友人関係ができたり、久しぶりに知り合いから連絡が来たりして勧誘されるケース
が見られます。マルチ商法だということを隠して勧誘されることもあります。

事例：知り合いに化粧品を進められ、「会員になると安く化粧品や健康食品を買えるし友人を紹介すれば手
　　　数料が入る」と言われローンを組んで購入した。使いきれないし、誰も紹介できない。
事例：昔の友人に誘われてセミナーに行ったところ、「簡単にもうかる」と言われローンを組んで投資の学
　　　習用のＤＶＤを購入した。誰でも簡単に稼げるし、新たに友人を紹介してＤＶＤを買ってもらえれば
　　　紹介料が入ると言われた。言われたようには稼げないし友人も紹介できない。

　このほかに「副業で高収入」「一緒に夢を実現しましょう」などと誘われて、マルチ商法だとは思わずに
契約してしまう場合もあります。「簡単にもうかるいい話」などはありません。誘いはきっぱりと断りましょ
う。曖昧な態度をとると、可能性があると思われてまた勧誘されます。友人だから、先輩だからと遠慮しな
いで、きっぱり断りましょう。
　また、新たに友人などを勧誘して契約させると今度は自分が加害者になってしまいます。
　おかしいなと思ったら早めに消費生活相談窓口に相談しましょう。

＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識＊

6月１日は「人権擁護の日」

消費生活相談窓口から

❖ ❖ ❖❖❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖❖ ❖❖ ❖❖❖ ❖❖❖ ❖❖ ❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖❖ ❖ ❖

特設人権相談開設日
　◆日時　６月６日（水）
　　　　　午前９時～午後３時
　◆場所　平林会館１階　料理講習室

人権擁護委員
　　熊谷　喜久雄（衡　中）
　　早坂　たみゑ（衡　上） 
　　千葉　良　　　（大瓜下）
　　中川　さき子（大瓜下）


